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   愛西市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

 愛西市介護保険条例（平成１７年愛西市条例第１１３号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第４条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和

８年度まで」に改め、同項第１号中「３３，０００円」を「３１，３００円」

に改め、同項第２号中「３９，６００円」を「３７，９００円」に改め、同項

第３号中「４２，９００円」を「４１，７００円」に改め、同項第４号中 

「５６，１００円」を「５８，６００円」に改め、同項第５号中 

「６６，０００円」を「６９，０００円」に改め、同項第６号中 

「７９，２００円」を「８２，８００円」に改め、同号イ中「又は第１１号イ」

を「、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ又は第１４号イ」に改め、同項第

７号中「８５，８００円」を「８９，７００円」に改め、同号イ中「又は第 

１１号イ」を「、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ又は第１４号イ」に改

め、同項第８号中「９９，０００円」を「１０３，５００円」に改め、同号イ

中「又は第１１号イ」を「、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ又は第１４

号イ」に改め、同項第９号中「１１２，２００円」を「１１７，３００円」に

改め、同号ア中「５００万円」を「４２０万円」に改め、同号イ中「又は第 

１１号イ」を「、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ又は第１４号イ」に改

め、同項第１０号中「１１８，８００円」を「１３１，１００円」に改め、同

号ア中「５００万円以上８００万円未満」を「４２０万円以上５２０万円未満」

に改め、同号イ中「又は次号イ」を「、次号イ、第１２号イ、第１３号イ又は

第 １ ４ 号 イ 」 に 改 め 、 同 項 第 １ １ 号 中 「 １ ２ ５ ， ４ ０ ０ 円」を 

「１４４，９００円」に改め、同号ア中「８００万円以上１，０００万円未満」

を「５２０万円以上６２０万円未満」に改め、同号イ中「部分を除く。）」の次

に「、次号イ、第１３号イ又は第１４号イ」を加え、同項第１２号中 

「１３２，０００円」を「１７９，４００円」に改め、同号を同項第１５号と

し、同項第１１号の次に次の３号を加える。 

（１２） 次のいずれかに該当する者 １５８，７００円 

ア 合計所得金額が６２０万円以上７２０万円未満である者であり、か
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つ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第

３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号イ又は第１４

号イに該当する者を除く。） 

（１３） 次のいずれかに該当する者 １６５，６００円 

ア 合計所得金額が７２０万円以上８２０万円未満である者であり、か

つ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第

３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）又は次号イに該当す

る者を除く。） 

（１４） 次のいずれかに該当する者 １７２，５００円 

ア 合計所得金額が８２０万円以上１，０００万円未満である者であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第

３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

 第４条第２項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和

８年度まで」に、「１９，８００円」を「１９，６００円」に改め、同条第３

項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」

に、「２３，１００円」を「２４，１００円」に改め、同条第４項中「令和３

年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に、 

「３９，６００円」を「４１，４００円」に改める。 

 第６条第３項中「若しくは第１０号イ」を「、第１０号イ、第１１号イ、第

１２号イ、第１３号イ若しくは第１４号イ」に、「第１０号まで」を「第１４

号まで」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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 （経過措置） 

２ 改正後の愛西市介護保険条例第４条の規定は、令和６年度分の保険料から

適用し、令和５年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 


